
３ 令和元年 7月 15 日　広報ふっさ　No.1027 市役所の代表電話番号は 
自
動
車
、
自
転
車
の
運
転
に
注

意
し
ま
し
ょ
う

　

夏
休
み
に
な
る
と
、
子
ど
も

が
路
上
に
出
る
機
会
が
増
え
ま

す
。

「
福
生
市
・

武
蔵
村
山
市
」
に
よ

る
2
市
合
同
職
員
採
用
説
明
会

を
開
催
し
ま
す

【
日
時
】
8
月
1
日
㈭
午
後
1

時
30
分
～
3
時
10
分

【
場
所
】
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー

多
摩
第
４
・

第
５
会
議
室
（
国

分
寺
市
南
町
3
―
22
―
10
）

【
対
象
】
次
の
①
②
に
該
当
す

る
方

①
平
成
3
年
4
月
2
日
～
平
成

14
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

②
一
般
行
政
職
を
受
験
希
望
の

方※
武
蔵
村
山
市
の
応
募
要
件
、

募
集
職
種
は
異
な
り
ま
す
。

【
定
員
】
先
着
100
人

【
申
込
み
】
東
京
し
ご
と
セ
ン

タ
ー
多
摩
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

電
話
（
☎
０
４
２
・

329
・

４
５
１
０
）

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

参
議
院
議
員
選
挙
の
お
知
ら
せ

【
投
票
日
】
７
月
21
日
㈰

【
投
票
時
間
】
午
前
７
時
～
午

後
８
時

【
投
票
場
所
】
市
内
各
投
票
所

▼
期
日
前
投
票（
投
票
日
当
日
、

投
票
に
行
け
な
い
方
）

【
投
票
期
間
】
７
月
５
日
㈮
～

20
日
㈯

【
投
票
時
間
】
午
前
８
時
30
分

～
午
後
８
時

【
投
票
場
所
】
市
役
所
１
階
（
郵

便
局
側
入
口
付
近
）

【
投
票
に
必
要
な
物
】
入
場
整

理
券
か
本
人
が
確
認
で
き
る
物

▼
投
票
で
き
る
方

◎
日
本
国
民
で
、
年
齢
が
満
18

年
金
だ
よ
り

▼
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る

と
、
大
変
お
得
で
す
！

　

付
加
保
険
料
と
は
、
第
一
号

被
保
険
者
・

任
意
加
入
被
保
険

者
を
対
象
に
、
国
民
年
金
保
険

料
と
あ
わ
せ
て
付
加
保
険
料

（
月
額
400
円
）
を
納
付
す
る
こ

と
で
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基

礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ

さ
れ
、
年
金
額
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

付
加
年
金
の
受
給
額
は
200
円

×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
と
な

り
、
受
け
取
る
付
加
年
金
は
定

額
の
た
め
、
物
価
な
ど
に
よ
っ

て
増
額
・

減
額
は
し
ま
せ
ん
。

〈
例
〉
付
加
保
険
料
を
10
年
間

（
120
月
）
納
付
し
た
場
合

・

納
付
額
＝
400
円
×
120
月
＝

４
８
，
０
０
０
円

・

受
給
額
＝
200
円
×
120
月
＝

２
４
，
０
０
０
円

　

こ
の
場
合
、
毎
年
２
４
，
０
０
０

円
の
付
加
年
金
が
老
齢
基
礎
年

金
に
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と
に
な

国
民
健
康
保
険
だ
よ
り

▼
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
有
効

期
限
は
、
7
月
31
日
㈬
で
す
。

　

8
月
1
日
㈭
以
降
も
認
定
証

が
必
要
な
場
合
は
、
身
分
証
明

書
と
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確

認
で
き
る
書
類
（
通
知
カ
ー
ド

等
）
を
持
参
の
う
え
、
市
役
所

1
階
５
番
保
険
年
金
課
保
険
年

金
係
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

【
対
象
】
70
歳
未
満
の
方
は
全

員
、
70
歳
以
上
の
方
は
、
被
保

険
者
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税

の
方
と
、
自
己
負
担
割
合
が
3

割
の
方
の
う
ち
住
民
税
課
税
所

得
が
690
万
円
未
満
の
方

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
４
０

　医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割

合は、世帯の住民税課税所得により、1 割または 3

割となります。令和元年度住民税課税所得（平成 30

年中の所得で算出）により、8 月からの一部負担金

の割合を見直します。

【1 割負担】同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険

者全員が、いずれも住民税課税所得が 145 万円未満

の場合

【3 割負担】同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険

者の中に、住民税課税所得が 145 万円以上の方がい

る場合

▼ 3 割負担の方でも次の条件を満たす方は、1 割負
担になります
　世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が、

【1人の場合】前年の収入額が 383 万円未満

※被保険者と同じ世帯の 70 歳～ 74 歳の方との前年

の収入合計額が 520 万円未満のときも 1 割負担とな

ります。

【2人以上の場合】前年の収入合計額が 520 万円未満

※該当すると思われる方には、「後期高齢者医療基準

収入額適用申請書」を 7 月上旬に送付しましたので、

市役所 1 階 5 番保険年金課後期高齢医療係に申請し

てください。申請が認められると 3 割から 1 割に変

更となります。

【問合せ】保険年金課後期高齢医療係☎ 551・1767

歳
以
上
の
方
（
平
成
13
年
７
月

22
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

◎
平
成
31
年
４
月
３
日
ま
で
に

転
入
届
出
を
し
、
福
生
市
内
に

引
き
続
き
居
住
し
、
福
生
市
の

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方

▼
市
内
で
転
居
し
た
方

　

６
月
20
日
以
降
に
福
生
市
内

で
転
居
の
届
出
を
さ
れ
た
方

は
、
転
居
前
の
投
票
所
で
投
票

し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
７
月
１
日
発
行
の

「
選
挙
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
☎
551
・

１
８
０
２

り
、
2
年
間
受
け
取
る
と
納
め

た
保
険
料
と
同
額
に
な
る
た
め

大
変
お
得
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の

方
は
、
付
加
保
険
料
を
納
付
で

き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

　

平
成
30
年
中
の
所
得
に
基
づ

き
算
定
さ
れ
た
令
和
元
年
度
の

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
お
送

り
し
ま
し
た
。

〈
保
険
料
〉
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
が
納
め
ま
す
。
保
険
料
率

は
2
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、
原

則
、
東
京
都
内
で
均
一
で
す
。

〈
保
険
料
の
決
め
方
〉
保
険
料

の
年
額
は
均
等
割
額
と
所
得
割

額
の
合
算
（
限
度
額
62
万
円
）

　

自
動
車
等
の
運
転
を
す
る
方

は
、
交
通
ル
ー
ル
・

マ
ナ
ー
の

遵
守
お
よ
び
徹
底
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】
○
急
な
飛
び
出

し
に
備
え
、
ス
ピ
ー
ド
を
抑
え

る
（
特
に
生
活
道
路
）

○
一
時
停
止
を
し
っ
か
り
と
す

る
（
自
転
車
も
一
時
停
止
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）

○
交
差
点
は
特
に
注
意
を
す
る

（
交
差
点
で
の
事
故
が
多
い
）

▼
保
護
者
の
方
へ
お
願
い

　

子
ど
も
が
事
故
に
あ
わ
な
い

よ
う
に
、
交
通
ル
ー
ル
、
路
上

の
危
険
性
等
を
家
庭
内
で
再
度

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
例
〉
飛
び
出
し
は
し
な
い
・

信
号
が
青
で
も
右
左
を
確
認
す

る
等

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

〇
均
等
割
額
…
被
保
険
者
1
人

当
た
り
４
３
，
３
０
０
円

〇
所
得
割
額
…
賦ふ

か課
の
も
と
と

な
る
所
得
金
額
×
８
．
80
％

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

前
日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な

ど
（
国
保
・

国
保
組
合
は
除
く
）

の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
均

等
割
額
が
加
入
か
ら
２
年
を
経

過
す
る
月
ま
で
5
割
軽
減
と
な

り
、
所
得
割
額
は
か
か
り
ま
せ

ん
（
平
成
29
年
4
月
30
日
以
前

に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
っ
た
被
扶
養
者
の
方
は
、

①後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額
認定証
　後期高齢者医療被保険者で、同じ世帯の全員

が住民税非課税の方は、「後期高齢者医療限度額

適用・標準負担額減額認定証」（以下「減額認定

証」）を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限

度額が適用され、入院時の食費が減額されます。 

②後期高齢者医療限度額適用認定証（3 割負担
の方）
　後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が

３割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険

者全員の住民税課税所得がいずれも 690 万円未

満の方は、「後期高齢者医療限度額適用認定証」

（以下「限度額適用認定証」）を医療機関の窓口

に提示すると、窓口で支払う保険適用の医療費

の自己負担限度額が適用されます。

〈①②共通〉
　現在交付している減額認定証・限度額適用認

定証の有効期限は 7 月 31 日㈬です。過去に減額

認定証・限度額適用認定証を交付された方で、

それぞれの交付対象になる方には、8 月 1 日㈭
から使用する新しい減額認定証・限度額適用認

定証を 7 月下旬に送付します（再度申請する必

要はありません）。

※新たに減額認定証・限度額適用認定証の対象

になる方には 7 月下旬に申請書を送付しますの

で、市役所１階５番保険年金課後期高齢医療係

窓口で申請してください。

※有効期限が切れた減額認定証・限度額適用認

定証は使用できなくなりますので、現在ご使用

の減額認定証・限度額適用認定証は 8 月 1 日㈭
以降に保険年金課後期高齢医療係にお返しくだ

さい。

【問合せ】保険年金課後期高齢医療係☎ 551・1767

平
成
31
年
3
月
31
日
を
も
っ
て

軽
減
期
間
が
終
了
し
ま
し
た
）。

〈
保
険
料
の
納
め
方
〉
保
険
料

は
、
原
則
、
公
的
年
金
か
ら
引

き
落
と
さ
れ
ま
す
が
、
公
的
年

金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未

満
の
方
や
新
た
に
加
入
し
た
方

な
ど
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納

付
方
法
な
ど
詳
し
く
は
決
定
通

知
書
の
案
内
文
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
後
期

高
齢
医
療
係
☎
551
・

１
７
６
７

認定証の更新について

【医療機関受診勧奨通知を発送します】特定健康診査の結果、生活習慣病に関わる項目に基準を超えた数値があり、医療機関を受診されていない方を対象に、7

月下旬に通知を発送します。通知が届いた方は、ご自身の数値を確認し、受診の参考にしてください。【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551・1640

8 月から医療機関の窓口で負担する 
割合が見直されます

納
税
は　

納
期
内
で　

元
気
な
福
生

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

６
月
１
日
～
30
日
の
間
に

株
式
会
社
ジ
ニ
ア
ス
様
ほ
か

匿
名
３
名
の
方
か
ら
７
万
５
，

０
０
０
円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

寄
附
金
は
、
寄
附
者
の
ご

希
望
等
に
応
じ
、
有
効
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
（
令
和

元
年
度
累
計
５
件
・

17
万
５
，

０
０
０
円
）。

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５


